
（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第2回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月　１日

令和　７年　１月３１日

258,500,000

件　　　　　名

契　約　番　号

代表取締役　木村　一生

備　　　　考

契約の
相手方

令和　５年　６月２３日

令和　５年　６月２３日

住
所

氏
名

①令和5年度堺水建第2607号の通知により、ポリエチレンスリーブから溶剤浸透防護スリーブを
使用することに変更したため、管工事費を増額変更する。
②既設管埋設深さについて、設計における想定よりも深いものであったため、土工事費を増額変
更する。
③接合替工事を要する家屋増加に伴い接合替工事に係る費用が増加する。また、φ４０メーター
ボックスが破損しているため取り替え、材料費、管工事費、土工事費を増額変更する。
以上から、増額変更するものである。変 更 理 由

23,500,000

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

一般競争入札

水道建設課

配水管布設工　φ　７５－１５０　配水用ポリエチレン管　Ｌ＝２，５３０．５３ｍ
配水管撤去工　φ１００－２００　Ｌ＝２，５４４．６６ｍ
排水管撤去工　φ　７５－１００　Ｌ＝６．５３ｍ
仮配管布設・撤去工　φ５０　Ｌ＝１ｍ
給水管接合替工　φ２０－４０　２２５か所
その他附帯工　一式

令和　５年　６月２３日

令和　７年　１月３１日

246,841,100

赤坂台４丁配水管布設工事

5051000030 工事種別 水道施設工事 入札契約方式

株式会社新生興業

大阪府堺市北区南花田町１０７番地４２

22,440,100

堺市南区赤坂台４丁地内



（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第3回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月２８日

令和　６年１２月２７日

383,966,000

件　　　　　名

契　約　番　号

代表取締役　西原　裕二

備　　　　考

契約の
相手方

令和　５年　６月　９日

令和　５年　６月　９日

住
所

氏
名

当該工事の過程において、施工区域内に所在する消火栓ポール（民間事業者が所有するもの）が
施工の支障となるため、これを移設する必要が生じた。
民間事業者による消火栓ポールの移設作業前の調整及び移設作業の期間（2か月弱）は当該工事
の掘削（部分布設替え）ができないため、管更生工事の作業に遅滞が生じた。
以上の事情から、工期を2か月延期するものである。

変 更 理 由

34,906,000

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

一般競争入札

下水道建設課

区間距離　                 　 Ｌ＝２，４７７．８９ｍ
管きょ更生工φ２５０ｍｍ　　  ｌ＝　    ２４．７３ｍ
管きょ更生工φ３００ｍｍ　　　ｌ＝１，５１５．２７ｍ
管きょ更生工φ４００ｍｍ　　  ｌ＝　  １２１．６４ｍ
管きょ更生工φ４５０ｍｍ　　  ｌ＝　 　 ９６．８２ｍ
管きょ更生工φ５００ｍｍ　　　ｌ＝　  １２６．６９ｍ
管きょ更生工φ６００ｍｍ　　  ｌ＝　  １０２．３９ｍ
管きょ更生工φ７００ｍｍ　　  ｌ＝　 　 ４８．８２ｍ
管きょ更生工φ１，５００ｍｍ　ｌ＝　  ２９８．２２ｍ
管布設替工φ３００　リブ付硬質塩化ビニル管
　　　　　　　　　　　　　　　ｌ＝　 　 ２６．０９ｍ　
管布設替工φ７００　強化プラスチック複合管
　　　　　　　　　　　　　　　ｌ＝　　  １５．２２ｍ
附帯工　　　　　　　　　　　　一式

令和　５年　６月　９日

令和　６年　８月３１日

367,450,600

南島町ほか下水管改築工事（５－２１）

5051000041 工事種別 土木工事 入札契約方式

関西グランドテック株式会社

大阪府堺市西区浜寺船尾町西４丁５３９－１

33,404,600

堺市堺区南島町ほか



（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第2回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月　９日

令和　６年１２月２８日

55,597,036

件　　　　　名

契　約　番　号

代表取締役　石本　平八郎

備　　　　考

契約の
相手方

令和　５年１０月２３日

令和　５年１０月２３日

住
所

氏
名

当該工事の過程において当初設計にない蛍光灯とスポットライトの存在が3箇所判明し、撤去及
び更新工事をする必要が生じた。当該箇所は(1)送風機棟屋上の蛍光灯2灯(2)総合管理棟地下1階
の蛍光灯2灯(3)総合管理棟地下2階のスポットライト1灯となる。
以上の理由により増額変更するものである。

変 更 理 由

5,054,276

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

一般競争入札

下水道施設課

照明設備更新工事　　　一式

令和　５年１０月２３日

令和　６年１２月２８日

51,946,400

泉北水再生センター総合管理棟ほか照明設備更新工事

5051000198 工事種別 電気工事 入札契約方式

日光電機株式会社

大阪府堺市堺区中之町東３丁２番９号

4,722,400

堺市中区八田西町１丁２番１号



（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第2回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月２５日

令和　６年１０月３１日

135,692,546

件　　　　　名

契　約　番　号

代表取締役　矢形　茂

備　　　　考

契約の
相手方

令和　５年１２月　６日

令和　５年１２月　６日

住
所

氏
名

施工条件の変更の結果、次のとおり変更が生じた。
①既設管撤去工において、ガス管と近接する区間及び街路樹下の区間の撤去が困難であることか
らモルタル充填による残置及び新設管の布設位置の変更が必要となったため、本工事１の材料費
及び既設管充填工事費の増額が生じた。
②既設管の残置に伴い一部区間において、仮配管が不要となったため、本工事２の土工事費及び
給水管工事の材料費の減額が生じた。
③工事範囲周辺の小中学校等より通学路における安全対策の要望があり、交通誘導警備員の追加
が必要となったため、安全費の増額が生じた。
以上から、増額と減額が存在するが総額で工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

変 更 理 由

12,335,686

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

一般競争入札

水道建設課

配水管布設工　φ１５０－２５０　ダクタイル鋳鉄管　　　Ｌ＝　　　４１．９２ｍ
配水管布設工　φ　７５－１５０　配水用ポリエチレン管　Ｌ＝１，１６３．７７ｍ
仮配管布設・撤去工　φ５０　Ｌ＝３７．５ｍ
配水管撤去工　φ　７５－２５０　Ｌ＝１，１８６．５８ｍ
既設管充填工　φ２００　Ｌ＝５０ｍ
給水管接合替工　φ２０－１００　１１か所
レンタル仮配管布設・撤去工　φ１００－１５０　Ｌ＝１，１４０ｍ
その他附帯工　一式

令和　５年１２月　６日

令和　６年１０月３１日

137,173,300

原山台１丁ほか配水管布設工事

5051000244 工事種別 水道施設工事 入札契約方式

二京建設株式会社

大阪府堺市西区鶴田町２９番５号

12,470,300

堺市南区原山台１丁ほか



（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第2回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月２５日

令和　６年１０月３１日

146,016,200

件　　　　　名

契　約　番　号

代表取締役　前田　彰一

備　　　　考

契約の
相手方

令和　６年　３月　６日

令和　６年　３月　６日

住
所

氏
名

施工条件の変更の結果、次のとおり事情の変更が生じた。
①他埋設占用者との協議の結果、試掘を８か所追加したため増額変更する。
②現地調査の結果、既設空気弁室を発進立坑として流用可能であることが判明し、発進立坑の設
置及び地盤改良工が不要になったため、減額変更する。
③他埋設占用物が支障となることから、撤去予定であったφ４００、φ５００の既設配水管をモ
ルタル充填による残置としたため、減額変更する。
以上、増額変更と減額変更が生じるが、後者の方が大きいため、減額変更するものである。変 更 理 由

13,274,200

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

一般競争入札

水道建設課

（美原区太井ほか、今井）
配水管布設工　φ１００－３００　ダクタイル鋳鉄管　Ｌ＝７３．５２ｍ
配水管布設工　φ１５０　配水用ポリエチレン管　Ｌ＝４５３．０２ｍ
既設管挿入工　φ２００　ステンレス・フレキ管　Ｌ＝１７．７ｍ
配水管撤去工　φ７５－５００　Ｌ＝７７９．３９ｍ
既設管充填工　φ４００　Ｌ＝５ｍ
仮配管布設・撤去工　φ５０　Ｌ＝１，５５８ｍ
給水管接合替工　φ２０－４０　１５か所
その他附帯工　一式

令和　６年　３月　６日

令和　６年１０月３１日

149,127,000

太井ほか配水管布設工事

5051000291 工事種別 水道施設工事 入札契約方式

株式会社国正建設

大阪府堺市中区楢葉１０１番地

13,557,000

堺市美原区太井ほか１か所



（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第1回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月　７日

令和　７年　３月１８日

142,695,300

件　　　　　名

契　約　番　号

代表取締役　前田　彰一

備　　　　考

契約の
相手方

令和　６年　３月１３日

令和　６年　３月１３日

住
所

氏
名

国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために「令和６年３月から適用する公共工事設計
労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うもの。

変 更 理 由

12,972,300

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

一般競争入札

水道建設課

配水管布設工　φ５０－１５０　配水用ポリエチレン管　Ｌ＝１，０８３．９４ｍ
配水管布設工　φ７５－２００　ダクタイル鋳鉄管　　　Ｌ＝　　３９．６８ｍ
配水管撤去工　φ５０－４００　Ｌ＝１，３８８．０３ｍ
仮配管布設・撤去工　φ５０　Ｌ＝２，１０３．９２ｍ
仮配管撤去工　φ５０　Ｌ＝６９．０４ｍ
給水管接合替工　φ２０－７５　８５か所
その他附帯工　一式

令和　６年　３月１３日

令和　７年　３月１８日

136,309,800

浜寺船尾町東２丁ほか配水管布設工事

5051000306 工事種別 水道施設工事 入札契約方式

株式会社国正建設

大阪府堺市中区楢葉１０１番地

12,391,800

堺市西区浜寺船尾町東２丁ほか



（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第2回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

一般競争入札

水道建設課

（東区北野田、南野田）
アスファルト舗装工　　　　　ｔ＝１０ｃｍ　Ａ＝３，７９３ｍ２
アスファルト舗装工　　　　　ｔ＝　８ｃｍ　Ａ＝　　　９６ｍ２
アスファルト舗装工　　　　　ｔ＝　５ｃｍ　Ａ＝３，１６６ｍ２
アスファルト舗装工（乗入部）ｔ＝　５ｃｍ　Ａ＝　　　２０ｍ２
透水性アスファルト舗装工　　ｔ＝　５ｃｍ　Ａ＝　　　２８ｍ２
その他附帯工　一式

令和　６年　５月２２日

令和　６年１０月３１日

61,114,900

北野田ほか舗装道路本復旧工事

5061000020 工事種別 舗装工事 入札契約方式

株式会社トレス建設

大阪府堺市西区浜寺船尾町西４丁５０６番地１

5,555,900

堺市東区北野田ほか１か所

次のとおり事情の変更が生じたため、工期の変更を行う必要が生じた。
①北部地域整備事務所から施工範囲内の一部区間において道路形状の変更（地盤高の修正）する
よう要望があり、そのための立会および施工検討等に期間を要した。
②沿道の店舗事業者との日程調整に時間を要した。
以上から、1ヶ月程度の期間を要したため、工期末を令和６年１０月３１日から令和６年１１月
２９日に変更するものである。

変 更 理 由

5,693,000

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月１７日

令和　６年１１月２９日

62,623,000

件　　　　　名

契　約　番　号

代表取締役　三原　壽美

備　　　　考

契約の
相手方

令和　６年　５月２２日

令和　６年　５月２２日

住
所

氏
名



（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第1回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月２２日

令和　８年　３月１８日

288,169,200

件　　　　　名

契　約　番　号

代表取締役　松永　博文

備　　　　考

契約の
相手方

令和　６年　６月２０日

令和　６年　６月２０日

住
所

氏
名

国からの要請に伴い、賃金等の高騰に対処するために、「令和６年３月から適用する公共工事設
計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、契約金額の増額変更を行うものです。

変 更 理 由

26,197,200

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

一般競争入札

水道建設課

配水管布設工　φ１００－２００　ダクタイル鋳鉄管　Ｌ＝２１１．２８ｍ
配水管布設工　φ５０－１５０　配水用ポリエチレン管　Ｌ＝２，６５８．９８ｍ
配水管布設工　φ４０　ポリエチレン管　Ｌ＝１８．４ｍ
配水管撤去工　φ４０－２００　Ｌ＝３，０５６．６ｍ
仮配管布設・撤去工　φ５０　Ｌ＝８，２８０．９１ｍ
給水管接合替工　φ２０－５０　３０８か所
その他附帯工　一式

令和　６年　６月２０日

令和　８年　３月１８日

279,582,600

深阪ほか配水管布設工事

5061000034 工事種別 水道施設工事 入札契約方式

三井設備工業株式会社

大阪府堺市西区上野芝町７丁９番１０号

25,416,600

堺市中区深阪ほか



（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第1回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月１１日

令和　６年１０月３１日

8,132,300

件　　　　　名

契　約　番　号

代表者　仲井　良次

備　　　　考

契約の
相手方

令和　６年　６月１８日

令和　６年　６月１８日

住
所

氏
名

工事の施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。
①道路管理者との立会および受注者の設計照査により、当初設計の施工範囲との相違が判明し
た。道路管理者より、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、市道部、
府道部の起点部、終点部の位置に変更が生じたため、舗装面積の増加が生じた。
②一部区間において配水管布設工事時に側溝及び歩車道境界ブロックの破損が生じたため、復旧
する必要が生じた。
③アスファルト殻処分について、当初設計時よりも実処分数量が少量であったため、処分数量を
減少させる必要が生じた。
以上から、増額と減額が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

変 更 理 由

739,300

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

一般競争入札

水道建設課

アスファルト舗装工　　　　　　ｔ＝　５ｃｍ　Ａ＝１０７ｍ２
アスファルト舗装工（改質）　　ｔ＝１５ｃｍ　Ａ＝３２０ｍ２
アスファルト舗装工（乗入部）　ｔ＝　５ｃｍ　Ａ＝　１８ｍ２
アスファルト舗装工（乗入部）　ｔ＝１０ｃｍ　Ａ＝　１４ｍ２
透水性アスファルト舗装工　　　ｔ＝　５ｃｍ　Ａ＝１１２ｍ２
その他附帯工　一式

令和　６年　６月１８日

令和　６年１０月３１日

7,734,100

家原寺町ほか舗装道路本復旧工事

5061000058 工事種別 舗装工事 入札契約方式

仲井造園

大阪府堺市堺区錦之町西１丁１－２６－１１０１

703,100

堺市西区家原寺町ほか



（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第1回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

一般競争入札

水道建設課

（西区北条町１丁ほか、上野芝向ヶ丘町２丁、神野町１丁、北区百舌鳥陵南町１丁）
アスファルト舗装工　　　　　　ｔ＝　　１０ｃｍ　　Ａ＝　　　８１ｍ２
アスファルト舗装工　　　　　　ｔ＝　　　５ｃｍ　　Ａ＝２，６３０ｍ２
アスファルト舗装工（改質）　　ｔ＝　　２０ｃｍ　　Ａ＝　　　６２ｍ２
透水性アスファルト舗装工　　　ｔ＝　　　５ｃｍ　　Ａ＝　　　８５ｍ２
排水性アスファルト舗装工　　　ｔ＝５＋１５ｃｍ　　Ａ＝　　５１６ｍ２
その他附帯工　一式

令和　６年　６月２７日

令和　６年１０月３１日

31,263,100

北条町１丁ほか舗装道路本復旧工事

5061000069 工事種別 舗装工事 入札契約方式

有限会社和田建設

大阪府堺市南区若松台２丁１番４－３０５号

2,842,100

堺市西区北条町１丁ほか３か所

工事施工の結果、次の事情の変更が生じた。
①道路管理者との立会等により、当初設計の施工範囲との相違が判明した。道路管理者より、配
水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、市道部、府道部の起点部、終点部
の位置に変更が生じ舗装面積が減少となる。また府道堺狭山線の舗装構成変更を指示され夜間の
舗装工事費が減額となる。
②所轄警察署より夜間施工部の交通誘導警備員の配置人数の増員を指示され交通管理工費が増額
となる。
③境界鋲を配水管布設工事時に撤去していたため、復元のため準備費が増額となる。以上から、
増額と減額が生じるが総額で工事費の減額に至るため、減額変更するものである。

変 更 理 由

2,763,500

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月２３日

令和　６年１０月３１日

30,398,500

件　　　　　名

契　約　番　号

代表取締役　山本　寿一

備　　　　考

契約の
相手方

令和　６年　６月２７日

令和　６年　６月２７日

住
所

氏
名



（当初契約）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

（変更契約第1回）

から まで

円 （うち取引に係る消費税額等 円）

契約の内容に関する事項

変更契約日

工　　　期

契 約 金 額
（ 変 更 後 ）

令和　６年１０月２５日

令和　６年１０月３１日

8,203,800

件　　　　　名

契　約　番　号

代表者　内田　英仁

備　　　　考

契約の
相手方

令和　６年　６月１８日

令和　６年　６月１８日

住
所

氏
名

工事施工の結果、次のとおり事情の変更等が生じた。
①道路管理者との立会および受注者の設計照査により、当初設計の施工範囲との相違が判明し
た。道路管理者より、配水管布設工事の施工範囲に合わせて復旧する旨の指示があり、舗装面積
の増加および一部舗装構成の変更が生じた。
②現地確認の結果、側溝設置工を設置する必要がなくなったことから、附帯工数量の減少が生じ
た。
以上から、増額と減額が生じるが、総額で工事費の増額に至るため、増額変更するものである。変 更 理 由

745,800

契　　約　　日

工　　　　　期

契　約　金　額

工　事　場　所

工 事 担 当 課

工　事　概　要

一般競争入札

水道建設課

アスファルト舗装工　　　　　ｔ＝　５ｃｍ　Ａ＝６３９ｍ２
アスファルト舗装工（乗入部）ｔ＝　５ｃｍ　Ａ＝　９２ｍ２
透水性アスファルト舗装工　　ｔ＝　５ｃｍ　Ａ＝４４４ｍ２
その他附帯工　一式

令和　６年　６月１８日

令和　６年１０月３１日

7,830,900

大浜北町３丁ほか舗装道路本復旧工事

5061000077 工事種別 舗装工事 入札契約方式

芳樹園

大阪府堺市堺区寺地町西１－２－１８－２Ｂ

711,900

堺市堺区大浜北町３丁ほか


